
 

 

 

 

 

 

◆山梨県教育委員会では、教員免許状を保有しているものの教職経験のない方（いわゆ

るペーパーティーチャー）等を対象に、教職への理解を深め、不安解消を図ることを

目的とした研修会を、今年度３回実施します。 

本研修会について、ぜひ記事掲載等により広く周知していただきますようお願いしま

す。 

 

１．実施日時 

    令和８年 ５月１６日（土） １０時～１２時 

  令和８年 ９月 ５日（土） １０時～１２時 

令和８年１２月１２日（土） １０時～１２時 

  

２．会場 

防災新館３階 教育委員会室 

 

３．研修内容 

 ペーパーティーチャーの不安解消を図るための研修を実施する。 

（１）山梨県の教育について 

        ・教員の魅力や山梨県の学校、子どもたちの様子について 

 （２）教員免許状について 

 （３）勤務条件や福利厚生について 

    ・勤務時間、休暇制度、給与、福利厚生について 

（４）選考検査・臨時的任用職員及び非常勤講師について 

・教員選考検査について 

・臨時的任用職員や非常勤講師として任用について 

 （５）個別相談会 

     
  

※３回の研修会内容は同じです。 
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＜問合わせ先＞ 

山梨県教育庁義務教育課  主幹・管理主事 小椋 規雄 

電話 055-223-1757 (内線 8211) 

令和８年４月１５日 

山梨県教育庁義務教育課 

課長 望月 俊孝 

電話０５５－２２３－１７５７ 内線（８２００） 

山梨県教育庁高校教育課 

課長 數野 浩司 

電話０５５－２２３－１７５８ 内線（８３００） 

山梨県教育委員会 

 ペーパーティーチャー研修会について 


